
　　　　　　　　　　　　　　主　　　　　　　文
　　　　被告人を懲役２０年に処する。
　　　　未決勾留日数中６００日をその刑に算入する。
　　　　　　　　　　　　　　理　　　　　　　由
（犯行に至る経緯）
１　被告人は，かつて飲食店を経営したころに，旧姓ａことｂの元妻を従業員とし
て雇っていたことがあったことからａと知り合い，平成１１年４月ころから同人と
交際するようになり，生活保護の受給手続や三女の面倒を見てもらうなどして親し
くなり，同年１１月ころには，肩書き住居地（以下「被告人方」という。）におい
て同棲するようになった。その後，被告人は，平成１２年１２月に同人と婚姻した
が，平成１３年１月に離婚し，同年８月には再度婚姻し，ａはｂ姓となった。
　　ａは，かつて肉牛の取り込み詐欺によって有罪判決を受けたことがあったが，
平成１１年半ばころに，もう一度肉牛の取り込み詐欺を行って大金を得たいと考え
るようになり，同年１１月ころ，その取引資金として暴力団関係者から１０００万
円を借り入れ，肉牛の取引を始めたものの，市場関係者に不審を抱かれて肉牛を買
い付けることができなくなり，上記暴力団関係者から，とりあえず元金の１０００
万円を返済するよう厳しく迫られるようになっていた。
　　このため，ａは，上記暴力団関係者からの借金の返済資金を得るとともに，更
に大金を得ようと思い，上記暴力団関係者から保険金殺人の話を聞いていたことに
示唆を受け，会社を設立して，その役員にした者に多額の生命保険を掛けて殺害
し，その保険金を騙取することを考えるに至った。
　　そして，平成１２年３月ころ，ａはこの計画を被告人に打ち明け，保険金が手
に入れば，静岡県内や長崎県内に住む被告人の親族へも金銭的援助ができるし，二
人で裕福な生活ができるなどと話して協力を求め，被告人も，ａの窮状を理解する
とともに，親族を援助し裕福な生活をするためにはやむを得ないと考えて，ａの申
し出を了承し，ここに，いわゆる保険金殺人についての両名の共謀が成立した。
２　そこでまず，被告人は，自ら会社設立手続を調べるなどし，ａと相談の上，設
立手続きの簡便さから，設立する会社を合名会社とすることとした。
　　また，ａは，かねて顔見知りであったｃを保険金殺人の対象者とすることと
し，同人に対し，一緒に産業廃棄物処理業を行う会社を設立し，役員となって仕事
をしてもらいたい旨勧誘，説得し，同年４月上旬ころには，同人の承諾を得たの
で，被告人は，同月１０日，本店所在地を被告人とａが同居していた肩書き住居地
とし，商号を「ｄ合名会社」，目的を衣料その他呉服用品の売買など，社員をａ及
びｃとする旨の設立登記申請を行い，もって，ｄ合名会社を設立した。
　　そして，被告人らは，ｃを保険に加入させるとともに，同人に怪しまれないよ
う，ａを被保険者とする生命保険にも加入することとしたが，ａには左手小指の欠
損や入れ墨があり保険の加入が難しいと考え，同年４月下旬ころ，被告人は，被告
人がかつて飲食店を経営していたころに客として知っていた保険代理店株式会社ｅ
を経営するｆに保険契約加入手続を依頼した。ｆは，ａに小指の欠損や入れ墨があ
ることから，医師の診断を要する保険加入手続は難しいと考え，本人の申告のみに
よる「告知書扱い」と呼ばれる手続によることとし，かつ告知書扱いの手続では保
険金の上限が低く設定されていることから，ａについては，多数の保険会社に分散
して保険契約を結ぶ必要があると考え，その一部を保険代理店有限会社ｇを経営す
るｈに担当させることとして，同年５月上旬ころ，その旨同人に依頼して了承を得
た。そして，被告人らは，ｆを通じて，ａの死亡保険金合計１億１０００万円の生
命保険契約とともに，ｃの同意を得て，保険契約者をｄ合名会社，被保険者をｃと
する死亡保険金合計３億円の保険契約を申し込んだ。
　　また，被告人らは，当面支払う保険料やｃの殺害の準備のための資金を借入れ
ることとし，同年５月２日ころ，ｄ合名会社名義で金融会社から５００万円を借り
入れた。なお，ａは，かねて知り合いの鳥取県在住の政治団体役員ｉに殺人の依頼
をしており，同日ころ，その手付金として１３０万円を同人に手渡し，成功した場
合には２０００万円の報酬を支払う旨約束した。被告人は，そのころ，ａから上記
のようにｉに依頼したことの説明を受け，残金については被告人が保管，管理し
た。
　　しかしながら，その後，事業が軌道に乗らないにもかかわらず高額の生命保険
を申し込んだことに対して，ｃが不審を抱き，同年５月２３日ころ，保険会社で審
査中であった保険の加入を取り止めたことから，結局，同人の生命保険契約は不成
立となり，ａはｃをｄ合名会社から退社させて，保険金殺人の計画も一時とん挫を



余儀なくされた。
３　このころ，ａの自動車が壊されることなどが度々あったため，ａは，前記暴力
団関係者が借金を返さないために行っているものと思い，早急に次の対象を探す必
要があると考え，知人のｊに対し，医療産業廃棄物処理業に関する営業ができる者
の紹介を依頼し，同年６月初旬ころ，上記ｊらから，ｋを紹介された。ａは，ｋに
対し，医療産業廃棄物処理の事業を行う旨説明して，ｄ合名会社の社員となるよう
に勧誘し，数日後，ｋもこれを了解したことから，その旨を被告人に告げ，被告人
において登記申請書等を作成した上，同月２０日，被告人とａは，広島法務局にお
いてｋを社員とする登記変更申請を行った。
　　次いで，同月下旬ころ，ａは，ｋに対し，医療産業廃棄物を扱う業務の危険性
などを理由に，同人を被保険者とする保険に加入する必要があると言葉巧みに話し
て，同人の了解を得，被告人がｆにｋの保険契約加入の手続を依頼して手続きを行
った。この際，ａと被告人は，前回の計画ではｃが高額の保険金に不審を抱いたた
め失敗したと考え，保険金額を前回よりも低めにして，ａと同額程度にしようと相
談した。そして，ａは，ｋの体に入れ墨があるのを知り，ｆに相談の上，ｋについ
てもａ同様，告知書扱いにより，前記ｈの協力も得て，多数の保険会社と保険契約
を結ぶこととして，同月２９日，広島市○○区内の飲食店ｗで，ｋ及びｆと保険契
約締結の手続を行い，後記のとおりｍ生命保険株式会社等８社との間で，保険金受
取人ｄ合名会社，被保険者ｋ，保険金額合計１億４５００万円の契約を成立させ
た。
　　次いでａは，同年７月１日ころには鳥取県内で，同月９日ころには広島市内
で，ｉにｋを引き合わせるなどして，ｉに殺害を促し，その旨被告人にも知らせて
いたが，ｉが近々殺害を実行するというので，ａと被告人は，同月２０日ころから
２４日ころまでの間，アリバイを作るため，静岡県熱海市に住む被告人の実母のも
とを訪れた。しかしながら，ａが，熱海からｉに電話をかけて首尾を聞いたとこ
ろ，ｉは，実行犯が検問に引っかかってけん銃所持で逮捕されたために実行できな
かったなどと弁解したため，ａは次第にｉにｋ殺害を実行する意思がないのではな
いかと思うようになった。そのため，このころから，ａは，かつて平成１０年ころ
に広島刑務所で服役した際，共に服役していて知り合った東京都在住のｑことｎに
何度か電話をし，危険な仕事をする者がいないかなどと，殺人を実行する者がいな
いかどうかについて探りを入れていた。
４　このようにして，ｋ殺害は実行されない一方，ｋに給料を支払う必要があった
ことから，ａ及び被告人は，平成１２年８月５日，ｋ方に赴き，ａが同人に給料を
手渡したが，この際，ａは，ｋが妻と喧嘩をして，妻子は実家に帰ってｋ方にはい
ないことを知り，ｉに電話をかけ，ｋを殺害する絶好の機会だと言って，直ちにｋ
殺害を実行するように促したが，ｉが，再びけん銃の入手に失敗したなどと，ｋの
殺害を引き延ばすようなことを言ったため，ｉには殺害の意思がないと考えて同人
に対して殺害の依頼を断り，ほかの者に殺害を依頼することとして，その旨被告人
にも告げた。
　　そこでａは，ｎと何度か電話でやりとりをして，保険を掛けている男がいるの
で，これを殺害してほしい，その保険金のうち２０００万円を報酬として，保険金
が支払われた段階に一括で支払うなどと話して，ｎに対しｋの殺害を依頼し，ｎも
経済的に困窮していたことからａの申し出を了承した。そして，同月７日ないし８
日ころ，ｎは，ａに対し，電話で，二，三日のうちに広島に向かうと連絡し，ａは
これを被告人に伝えて，被告人もこれを了承し，ここに，ｎとａ及び被告人との三
者の間で，ｋ殺害についての共謀が順次成立した。そして，ｎは，上記合意に従
い，同月１０日，短刀などを準備して，自己使用車両である普通乗用自動車を運転
して，単身で東京の自宅を出発して広島に向かった。
５　同月１１日朝，ａは，ｎから，広島に向かって出発した旨の連絡を受け，午後
５時３０分ころには，広島に着いた旨の電話を受けたことから，ａと被告人は自動
車で○○インターへと向かい，午後６時ころ，ｎと同所で落ち合った。ａは，とり
あえず食事をするため，ｎとともに広島市○○区○○の焼肉店へ向かうこととした
が，その途中，自動車内で，被告人に対して，ｎが同日中に実行するかもしれない
ことを伝えた上，アリバイ作りのため，被告人の前夫の墓参りという名目で愛媛県
に行くことを提案し，被告人は，車中から携帯電話でフェリーの代金や始発の時
刻，しまなみ海道の通行料金などを確認した。そして，上記焼肉店で３人で食事を
した後，ａは，ｎを一時広島市○○区内のｓ公園に待たせておいて，午後８時こ
ろ，被告人をｔ町の被告人方に送り届けるとともに，被告人に対して今からｎをｋ



方に案内してくるから，連絡があり次第いつでも動けるように準備しておくよう言
いおき，被告人は出発の準備をしてａの帰りを待っていた。その後，ａはｎと合流
してｋ方に向かい，ｋ方を下見し，さらにはａがｋ方を訪ねたところ，人がおり，
その後ｎがｋ方に赴いたところ留守であったため，ｎはｋ方近辺の自動車
内で同人の帰りを待つこととした。
　　なお，この間，ａは，ｎから，実際に保険が掛けてあることを確認するために
保険証券を見せてほしいと求められ，これを承諾したものの，その際，すべての保
険証券を見せるとｎから報酬の引上げを求められるおそれがあると考え，被告人に
電話して保険証券のうちの６０００万円分だけを用意しておくよう伝え，ｎととも
に一度被告人方に戻り，被告人から６０００万円分の保険証券を受け取って，階下
に駐車したａ使用車両の中で，ｎにこれを見せたところ，ｎは６０００万円の保険
が掛かっているのであれば，自分の取り分はその半額である３０００万円にしてほ
しいと報酬額を上げることを求めたが，ａは，とっさに，犯行にはもう一人保険屋
が関わっており，その者にも報酬を渡さなければならないため，６０００万円を３
等分した２０００万円しか渡せないと架空の弁解をしてｎを納得させた。
　　そして，ａは，ｎから，どういう具合にやるか分からないから，できれば身を
かわしておいてくれなどと言われたため，同月１２日午前零時ころ被告人方に戻
り，被告人に対し，朝にかけてｋが戻ってきたらｎが実行するから，午前３時ころ
四国へ出発することや，ｎが刃物や黒のスウェットの上下を着替えとして持ってき
ていることを伝えた。そして，同日の午前３時に，ａと被告人は，しまなみ海道を
通って愛媛県に向かい，被告人の前夫の墓参りや前夫の母親を老人ホームに訪ねる
などした。しかしながら，結局ｎは８月１１日の夜間から，同月１２日の朝にかけ
て，ｋ殺害を実行することはできなかった。
　　ａは，１２日の昼前，ｎからｋの殺害を実行できなかった旨の連絡を受けたこ
とから，ｎとの今後の打合せのため，被告人と一緒に広島に戻った。その際，ａと
被告人は，ｋの存在を確認するなどのため，午後８時ころｋ方へと赴き，ａがｋ方
に入って同人が知人一人とともに在宅していることを確認して，ｎに連絡を取り，
ｋが家にいることを伝えた。
　　そして，ａと被告人は，午後９時ころ，同市○○区○○○○所在のラーメン店
ｏに赴き，同日午後９時３０分ころまで，同所で食事した後，ａは，ｎに電話して
同人の居場所を確認するなどした上，被告人を被告人方に送って行き，ｎと会って
今後の話をする等のために自動車で出かけた。
　　その後，ａとｎは，電話によって連絡を取り，ａはｎから，同夜，ｋ殺害を決
行するからアリバイを作るよう連絡を受けた。
　　このため，ａは，午後１１時ころ，急きょ被告人方へ向かうとともに，その途
中で被告人に電話をかけ，電話に出た被告人に対し，ｎがいよいよｋ殺害を実行す
るので，アリバイ作りのため外出の支度をするように伝えた。
　　ａは，午後１１時１５分ころ，被告人方に到着し，直ちに被告人と広島市○○
区所在のスナックｒに向かうと同時に，被告人方を出たことをｎに電話で伝え，同
日午後１１時３０分ころには，上記スナックｒに到着し，ｎからの連絡を待った。
（罪となるべき事実）
　被告人は，
第１　ａことｂ及びｑことｎと共謀の上，ａが代表社員として経営するｄ合名会社
の社員であるｋ（当時３５歳）を殺害して，同人に掛けていた受取人を上記ｄ合名
会社とする死亡保険金（保険金額合計１億４５００万円）を得ようと企て，上記ｎ
において，平成１２年８月１２日午後１１時３０分ころ，広島市○○区○○○△丁
目△番△△号上記ｋ方において，就寝中の同人の頭部，顔面等を鉄パイプ様の棒で
多数回殴打した上，その胸部等を所携の短刀（刃渡り約１８．３センチメートル）
で十数回突き刺すなどし，よって，そのころ，同所において，同人を両肺，心臓，
大動脈損傷により，失血死させて殺害し，
第２　前記ａと共謀の上，前記ｋを被保険者，前記ｄ合名会社を保険金受取人とす
る別表記載のｍ生命保険株式会社等８社と締結していた生命保険契約の死亡保険金
を騙し取ろうと企て，被告人において，真実は前記のとおり，被告人らが上記ｋを
殺害していたのに，これを秘し，あたかも同人は，関係のない第三者に殺害された
もののように装い，別表記載のとおり，同年１０月１０日から同月３０日までの
間，前後９回にわたり，同市○○区○○△番△△号ｍ生命保険株式会社広島○○支
社等８か所において，交付又は郵送により，上記保険契約に基づく保険金の支払い
を請求する旨の「支払請求書」等の書類を上記保険会社各社に提出して総額１億４



５００万円の死亡保険金を請求したが，上記ａが上記ｋ殺害容疑で逮捕されたこと
から，その目的を遂げなかった
ものである。
（証拠の標目）
　（省略）
（事実認定についての補足説明）
第１　殺人罪の共同正犯の成否について
　１　弁護人は，殺人罪については，被告人の行為は正犯としての実質を有してお
らず，幇助犯が成立するにとどまると主張するので，この点についての判断を示し
ておく。
　　　まず，弁護人の主張は，以下のとおりである。
　　　すなわち，被告人は，ａから本件保険金殺人の計画を打ち明けられ，協力す
るよう求められたが，殺害の対象者をどのようにして見つけるのか，殺害の具体的
方法をどうするのか，実行行為者をどのような方法で探すのか，実行行為者にどの
ような方法で依頼するのか，実行行為者の報酬額はいかほどにするのか等の点につ
いては，ａから相談を受けることもなく，それらはすべてａが独自に決定したので
あり，被告人は，殺人の実行行為及びこれに関連する主要な部分には関わっておら
ず，被告人の加担行為は，殺害という結果発生に対する関わり方あるいは寄与とし
ては，あまりに間接的かつ希薄であって，正犯としての実質を有しないというべき
である。
　　　また，被告人には特段の負債もなく，ａの暴力団関係者からの借入につい
て，被告人が深刻に思い悩むこともなく，被告人は，ａが保険金殺人への協力を懇
願してきたので，やむなく消極的にこれに応じたに過ぎないし，被告人と殺害の実
行者であるｎとの間には共謀は存在せず，さらに，本件の前にもａが同様の保険金
殺人を行おうとしてうまくいかなかったことがあり，被告人は，本件についても成
功はおぼつかないのではないかと思っていたし，ａに計画の中止を申し入れたが，
ａがこれを聞かなかったという事情もある。
　　　以上のように，被告人は，殺人の実行行為には全く加わっておらず，ｎやａ
の行為を利用して自己の犯罪を実現しようとしたものではなく，主観的には単に他
人の犯罪を助成する程度の意思しかなく，正犯としての意思が欠如しているのであ
って，幇助犯の罪責を負うにとどまる。
　　　以上のとおり主張するのである。
　２　そこで，まず被告人が本件犯行に関与するに至った動機をみてみると，関係
各証拠によれば，先に判示したように，被告人は，ａと同棲するようになった後，
ａが肉牛の取込詐欺に失敗し，暴力団関係者からの１０００万円の借金の返済に窮
していたことを理解し，かつ，保険金殺人によって多額の金員を取得できれば，被
告人の親族へ金銭的な援助をすることができるし，二人で裕福な生活をすることが
できると考えて，ａから保険金殺人計画へ協力するように求められてこれを了承し
たことが認められるのであって，被告人は，保険金目的による殺人事件を敢行する
に十分な動機を持っていたということができる。なお，関係各証拠によれば，被告
人とａは，平成１２年４月ないし５月ころには，保険金の使途として，上記暴力団
関係者への借金の返済のほか，両名が被告人の母親と住むための家の購入，被告人
の父親への資金援助，ａと経営する焼肉店の開業，自動車の購入等を計画し，不動
産屋に問い合わせをしたり，実際に物件を見たりしていることが認められるのであ
って，そのような事実関係によっても，被告人には本件保険金殺人についての十分
な動機があったものであり，かつ，その動機は，両名共通のものであ
ったということができる。
　　　次に，本件保険金殺人に関する被告人の行為についてみると，前記事実関係
のほか関係各証拠によれば，まず，ｄ合名会社を設立することは，ａと被告人の両
名が相談して決めたものではあるが，書籍を購入する等して各種の会社設立手続の
違いを調べ，合名会社とするのが一番簡便であるとの結論に達したのは被告人であ
り，ａはそのような被告人の判断に従ったものといえ，また，会社設立登記や役員
変更登記の申請書類等は，ａと相談しながらではあるものの，被告人が作成したも
のである。そして，保険契約手続を行うための保険代理店としてｆを選定して依頼
したのは被告人であり，保険金額をいくらにするかは，被告人とａが，ｆとも相談
の上，決めたものであり，ことにｃが高額の保険金額に不審を抱いて保険加入を取
り止めたことから，被告人とａとが相談して，ｋの保険金額をａのそれと同額程度
にすることとしたことは，前記認定のとおりである。



　　　また，保険金殺人計画のために平成１２年５月２日ころｄ合名会社名義で借
り入れた５００万円のうち１３０万円を，ａがｉに支払っているのであるが，この
点について被告人は，ａから直ちに説明を受けていることや，残金については被告
人が保管，管理していたことも，前記認定のとおりである。
　　　そして，ｉやｎが殺害を実行するという際に，被告人が，ａとともに広島を
離れ，あるいはスナック等に出かけてアリバイ工作を行ったこと，ｋ殺害のために
広島に来たｎに対して，ａの指示によってではあるが，ｋに掛けた保険のうち６０
００万円分の保険証券を用意したこと，これをａがｎに示してｋ殺害の直接の動機
付けを行ったことも，前記認定のとおりである。
　　　さらに，ｐの警察官調書謄本（71）その他の関係証拠によれば，ｋ殺害後，
８月３０日に，被告人はａとともに大阪に行き，ａがｎに対して報酬の一部として
５０万円を支払っているのであるが，被告人は，この資金を用意するために長女に
頼んで金融会社から借金をしてもらったこと，また，被告人は，保険金請求のため
にａとともに，ｆらと打合せをし，被害者の遺族方に赴いて保険金請求の同意書に
署名を求め，これを拒まれるや，被告人の知り合いの弁護士に依頼して交渉をして
もらったものの，これがまとまらないため，遺族の同意書なしで各保険会社に保険
金請求の手続を行っていることが明らかである。
　３　以上の事実関係をもとに検討するに，まず，本件殺人の動機・目的について
みると，被告人は，ａの協力依頼によってではあるが，ａの内妻として，ａと共通
の利益を目的とし，動機として，ａとともに保険金殺人を計画したものといえる。
　　　次に，殺害行為に対する関わりという点から見ると，殺害の対象者を探し，
実行行為者を探すという行為はａが行っており，殺害の具体的方法をどうするかと
いう点について被告人が関与していないことは，弁護人が主張するとおりではある
が，被告人は，本件保険金殺人計画に不可欠かつ重要な要素であるｄ合名会社の設
立手続やｃとｋについての保険契約手続及びこれと密接に関連するａの保険契約手
続を行い，保険料支払のための金員を管理し，ｎが広島に来た後は，ａと連絡を取
りながら，ｎの動静に合わせてアリバイ工作のためにａと行動をともにし，ｋ殺害
後は，ｎに対する報酬の支払いに関与し，保険金請求手続に奔走しているといって
いいのであって，そのような事実関係からすれば，被告人は，本件保険金目的殺人
計画の重要部分を担当したものということができる。
　　　そして，以上の事実関係からすれば，被告人は，本件殺人の実行行為には直
接関与していないけれども，保険金目的でｋを殺害するという犯罪について，ａ及
びｎと意思を相通じ，一体となって殺害行為を実行したものということができ，共
謀共同正犯としての責任を負うものであることが明らかである。なお，被告人と殺
害行為の実行行為者であるｎとの間には，殺害行為に関しての直接の意思の連絡は
ないが，前記認定のとおり，被告人は，ａを通じて，ｎとの間で順次共謀している
といえるのであって，この点が共謀共同正犯の成立の妨げになるものではない。
　　　以上の次第であるから，被告人について殺人の共同正犯は成立せず，幇助犯
が成立するにとどまるとの弁護人の主張は，採用することができない。
第２　責任能力について
　１　次に弁護人は，以下のとおり，被告人は，平成１２年初めから同年７月ころ
までは，事物の是非を弁別する能力が欠如するか，著しくこれを欠いていたもので
あって，本件犯行当時，被告人には，刑事責任能力がなかったかもしくは限定的な
ものであったと主張する。
　　　すなわち，被告人は，平成１１年６月から同年１２月まで，肝炎治療のため
にインターフェロンの投与を受けており，インターフェロンの投与は，発熱，思考
力低下，不眠，うつ症状，抜け毛等の副作用を伴うのが通例であるところ，被告人
も，インターフェロンの投与により，うつ的な症状が生じ，幻覚，幻聴が生じ，抜
け毛がひどく，精神的に落ち込んだ。また，インターフェロン投与の効果が判明す
るのは投与終了の６か月後であるところ，平成１２年６月になって，その効果が出
ていないことが判明したため，被告人の落ち込みの程度は増幅した。
　　　また，被告人の三女は，解離性人格障害に罹患しており，平成１１年には登
校拒否となり，平成１２年３月ころには自傷行為が激しくなって，ビルから飛び降
りようとするパニック症状を起こしたために，５月に強制入院させる事態となり，
被告人は母として，三女の病気に気を病んでいた。
　　　さらに，被告人は，平成１２年３月には稽留流産と診断され，４月に流産手
術を受けているほか，同年３月ころから７月にかけて，ａのもとへ，被告人と娘婿
との関係や被告人の過去にまつわることに関する中傷電話がかかってきたことも，



被告人には大きな衝撃となった。
　　　以上の諸要素が重なって，被告人は，平成１２年３月初旬から同年７月ころ
までは，正常な精神状態でいることができず，是非弁別能力を欠如するか，著しく
これが減弱していたものである。
　　　弁護人は，以上のように主張するのである。
　２　よって検討するに，被告人は，公判廷において，弁護人の主張に沿う供述を
し，また証人ａことｂの公判供述もこれに沿うものであるところ，被告人がＣ型肝
炎に罹患し，インターフェロンの投与を受けたこと，被告人の三女が解離性人格障
害に罹患していて，登校拒否や自傷行為等の問題行動があったこと，被告人が稽留
流産によって手術を受けていたこと，被告人がうつ病に対する薬を投与されていた
ことについては，被告人の公判供述や証人ａことｂの公判供述のほか，医師作成の
「照会並びに回答書」と題する書面（弁護人請求証拠番号16）等によって，これを
認めることができる。
　　　しかしながら，被告人の供述によっても，被告人は平成１３年１月に逮捕さ
れるまで医師の診察，治療を受けていたが，うつ症状が出ていたことについて，医
師から指摘されたり被告人の方から相談したことはなく，うつ病の薬の投与を受け
ていたことは，拘置所の医師に指摘されてはじめて知ったというのであって，被告
人にうつ症状があったとしても，これが重篤なものであったとは考えられないし，
前記のとおり，被告人は，本件各犯行に積極的に加担し，書籍を購入する等して各
種会社設立手続の違いを調べてｄ合名会社の設立手続を行い，ｆらと保険加入手続
について具体的な折衝を行い，ａとほぼ行動をともにしてアリバイ工作に協力し，
ｋ殺害後は，積極的に保険金請求手続を行い，遺族とも交渉するなど，保険金目的
殺人という犯罪遂行のために合目的的な行動に終始しているといえるのであって，
これらの行動からすれば，本件各犯行当時，被告人には十分な事理弁識能力及びこ
れに従って行動する能力があったものと認めることができる。
　　　また，被告人は，捜査段階及び本件公判を通じ，第１２回公判において弁護
人から鑑定請求等がなされるまでそのような供述ないし主張をしていなかったので
あり，被告人自身，犯行当時の精神状態に問題があったのではないかと考え始めた
のは，平成１４年６ないし７月ころであるという（第１３回公判における被告人供
述）のであって，前記事実関係のほか，そのような供述にも照らすと，本件犯行当
時，被告人の精神状態に問題があったという趣旨の被告人や証人ａことｂの公判供
述は信用し難いものというほかない。
　３　以上の次第で，責任能力に関する弁護人の主張も採用することはできない。
（法令の適用）
　（省略）
（量刑理由）
１　本件は，高額の保険金を得る目的のもとに会社を設立し，被害者をその役員に
して保険に加入させた上，実行犯に殺害させたが，保険金の騙取は未遂にとどまっ
たという保険金目的の殺人及び詐欺未遂の事案であるところ，本件犯行は共犯者で
あり，内縁の夫であったａが発案したものであり，被告人は，ａが協力を依頼した
ことによって犯行に加担したものではあるが，被告人も，内縁の夫であったａとと
もに安逸な暮らしをするための資金を得るため，他人の生命を手段として大金を得
ようとしたものであって，その動機は全く身勝手というほかなく，酌量の余地はな
い。
２　また，本件殺害の態様は，深夜零時に，既に就寝していた被害者宅に押し入
り，鉄パイプ様の凶器で被害者を殴打した後，短刀で刺して殺害するというもので
あって，被害者の遺体の胸部には１４か所にも及ぶ刺創，顔面に頭骨骨折，脳損傷
を伴う挫創などがあり，死因である失血死をもたらした胸部の刺創についても，約
９センチメートルから約１７センチメートルの深さにも及ぶものが１１か所もある
という，執拗かつ残虐なものである。
３　被告人は，本件各犯行の発案者ではないとはいえ，会社設立手続や保険契約手
続等の保険金目的の殺人に不可欠で重要な行為を担当し，ａとともにアリバイ工作
を行い，ｋ殺害後はｎに支払った報酬の一部について資金を用意し，また保険金請
求手続や遺族との交渉等を積極的に行っているのであって，その果たした役割は重
大である。
４　被害者ｋは，当時３５歳の働き盛りであり，妻との間に３人の子供をもうけ
て，妻子のために安定した仕事に従事しようとして希望に燃えて就職したにもかか
わらず，自宅で就寝中，就職先の社長であるａの指示を受けたｎに襲われて，年若



い妻と子を残して無惨な最期を遂げたものであり，その無念の情は察するに余りあ
るものがある。
被害者の妻は，予想だにしなかった被告人らの犯行によって一家の大黒柱ともいう
べき被害者を失い，被告人らに対し，死をもって償ってもまだ足りないとの気持ち
を公判廷で述べており，また，事件の真相を知らない被害者の３人の幼い子供達
は，いまだ被害者が本当に死んだことを完全には理解できておらず，今後事件の真
相を知ったときのことを考えると，その精神的な影響には計り知れない深刻なもの
がある。また，被害者をこれまで育て，今後の活躍を期待していた両親の悲嘆，悲
憤の情にも甚だしいものがある。
　　さらに，本件は，会社役員に高額の保険金を掛けて殺害した事件として一般に
広く報道され，社会の注目を集めた事件であって，社会に対する影響も大きい。
５　以上のような，本件犯行の罪質，動機の悪質さ，計画性，殺害方法の残虐性，
結果の重大性，遺族らの被害感情や社会的影響等の情状に照らすと，被告人の罪責
は甚だ重大というべきである。
６　他方で，被告人は，捜査段階の初期から全面的に罪責を認めて犯行状況等につ
いて詳細に供述し，ｎが死亡し，ａが否認し，あるいは虚偽供述を行うなかで，被
告人の供述を中心にして事案が解明されてきたこと，被告人は，現在でも自己の罪
責を全面的に否定するものではなく，最終陳述においても遺族に対する謝罪の気持
ちを表していること，被告人にはこれまで罰金前科しかないこと，精神的障害をも
った未成年の女子の親権者であること等，斟酌すべき事情も認められる。
　　そのような事情をも考慮すると，被告人に対しては有期の懲役刑を選択するこ
とが相当であると考えられるけれども，前記のような本件事案の罪質や犯情等に照
らすと，検察官の求刑が重きに過ぎるとはいえないので，被告人を懲役２０年に処
することとした。
　　よって，主文のとおり，判決する。（求刑　懲役２０年）
　　平成１５年３月２４日
　　　　広島地方裁判所刑事第二部
　　　　　　　裁判長裁判官　　　小　　　西　　　秀　　　宣
　　　　　　　　　　裁判官　　　浅　　　見　　　健　次　郎
　　　　　　　　　　裁判官　　　中　　　野　　　智　　　昭

 別　表（省略）


